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貢 新 旧 摘  要 

１－１ １．施工計画 

１－１ 施工計画書

～～～ 中 略 ～～～

受注者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の

一部を省略することができる（共通仕様書1-1-1-4）。 

数量のわずかな増減等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合

は、変更施工計画書の提出は要しない。

例えば、施工方法の変更を伴わない数量のみの変更（概数設計の確定設計

数量に伴う変更は除く。）や工期のわずかな変更などが該当する。

1-1 

～～～ 中 略 ～～～

１．施工計画 

１－１ 施工計画書

～～～ 中 略 ～～～

受注者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の

一部を省略することができる（共通仕様書1-1-1-4）。 

数量のわずかな増減等の軽微な変更で施工計画に大きく影響しない場合

は、変更施工計画書の提出は要しない。

例えば、施工方法の変更を伴わない数量のみの変更 (概数設計の変更を含
む｡)や工期のわずかな変更などが該当する。

1-1 

～～～ 中 略 ～～～

修正 

概数設計の場合、確定

設計数量を施工計画

書に反映させる必要

があるため。 
工事に変更が生じた場合、従来、常に変更施工計画書の提出を求めていた。 

しかし、数量のわずかな増減等の軽微な変更においては、変更施工計画書の提

出を求めても実効性が乏しいとともに、当該工種が完成しないと数量が確定しな

い場合があるという問題があった。 

そこで、数量のわずかな増減等の軽微な変更においては、変更施工計画書を求

めないものとする。 

工事に変更が生じた場合、従来、常に変更施工計画書の提出を求めていた。 

しかし、数量のわずかな増減等の軽微な変更においては、変更施工計画書の提

出を求めても実効性が乏しいとともに、当該工種が完成しないと数量が確定しな

い場合があるという問題があった。 

そこで、数量のわずかな増減等の軽微な変更においては、変更施工計画書を求

めないものとする。 
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１－２８ １－７ 請求書（前払金）
  受注者は、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託

して、請負代金額の10分の○以内の前払金の支払を請求することができる（工
事請負契約書第34条第1項）。

神奈川県財務規則第７７条、財務規則の運用について第７１号様式

第７１号様式（前払金請求書）（用紙Ａ４縦長型）

請 求 書

          円

〇〇〇（工事場所を記載）、〇〇〇（工事名を記載）、請負代金に対する前払代金を上

記のとおり保証証書を添えて請求します。

   年  月  日

請求者 住所

    氏名           印

 契約担当者

  職 氏 名    殿

内  訳

区  分 金  額 摘  要

請 負 代 金 額

請負代金額に対する ／10の金額

今 回 請 求 額

保証証書番号

預金銀行名

 （預金種別、口座番号）

1-２８ 

１－７ 請求書（前払金）
  受注者は、保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託

して、請負代金額の10分の○以内の前払金の支払を請求することができる（工
事請負契約書第34条第1項）。

神奈川県財務規則第７７条、財務規則の運用について第７１号様式

第７１号様式（前払金請求書）（用紙Ａ４縦長型）

請 求 書

          円

ただし、工事場所、工事名、請求代金に対する前払代金に対する前払金上記のとおり保

証書を添えて請求します。

   年  月  日

請求者 住所

    氏名           印

 契約担当者

  職 氏 名    殿

内  訳

区  分 金  額 摘  要

請 負 代 金 額

請負代金額に対する ／10の金額

今 回 請 求 額

保証証書番号

預金銀行名

 （預金種別、口座番号）

1-２８ 

訂正 
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２－４ 

～～～ 中 略 ～～～

２－２ 再生資源

２－２－１ 再生資源利用計画書（実施書）及び
     再生資源利用促進計画書（実施書）

再生資源利用計画書（実施書）、再生資源利用促進計画書（実施書）は、工事

請負代金が100万円以上の工事が対象となる（共通仕様書1-1-1-18）。
作成にあたっては、一般財団法人日本建設情報総合センターの建設副産物情報

センターのホームページから建設副産物情報交換システム（以下、「COBRIS」

という。）にログインし、受注者がデータ入力・登録し、写しを工事着手時及び

完成時に監督員に提出する。

http://www.recycle/jacic.or.jp/

  ※ 初めて利用する場合はホームページ内の「システム利用申請方法」を確認願います。

～～～ 中 略 ～～～

～～～ 中 略 ～～～

２－２ 再生資源

２－２－１ 再生資源利用計画書（実施書）及び
     再生資源利用促進計画書（実施書）

再生資源利用計画書（実施書）、再生資源利用促進計画書（実施書）は、工事

請負代金が100万円以上の工事が対象となる（共通仕様書1-1-1-18）。
作成にあたっては、国土交通省のホームページからＣＲＥＤＡＳ入力システム

をダウンロード（無料）し、パソコンにインストールし、受注者がデータ入力・

登録し、写しを工事着手時及び完成時に監督員に提出する。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/fukusanbutsu/credas/index.htm

～～～ 中 略 ～～～

改訂 

国が提供する

CREDAS入力シス

テムの利用停止に伴

い、今後はCOBRIS

を利用するため。 
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＜判定＞

平均値（X） ＝ 192.8 ＞ 目標塗膜厚合計値 × ０．９０ ＝ 157.5 OK

測定値（Xi）の最小値 ＝ 186 ＞ 目標塗膜厚合計値 × ０．７０ ＝ 122.5 OK

標準偏差（S） ＝ 3.37 ＞ 目標塗膜厚合計値 × ０．２０ ＝ 35 OUT

　ただし、測定値の平均値（X）が目標塗膜厚合計値より大きい場合は、この限りではない。

　平均値（X） ＝ 192.8 ＞ 目標塗膜厚合計値  　　　　　 ＝ 175 OK

＜判定＞

平均値（X） ＝ 192.8 ＞ 目標塗膜厚合計値 × ０．９０ ＝ 157.5 OK

測定値（Xi）の最小値 ＝ 186 ＞ 目標塗膜厚合計値 × ０．７０ ＝ 122.5 OK

標準偏差（S） ＝ 3.37 ＜ 目標塗膜厚合計値 × ０．２０ ＝ 35 OK

　ただし、測定値の平均値（X）が目標塗膜厚合計値より大きい場合は、この限りではない。

　平均値（X） ＝ 192.8 ＞ 目標塗膜厚合計値  　　　　　 ＝ 175 OK

5-14 

５－２ 出来形管理

～～～ 中 略 ～～～

塗装膜厚測定表

～～～ 中 略 ～～～

注）様式は適宜修正して使用してよい。

５-１４ 

～～～ 中 略 ～～～

５－２ 出来形管理

～～～ 中 略 ～～～

塗装膜厚測定表

～～～ 中 略 ～～～

注）様式は適宜修正して使用してよい。

５-１４ 

～～～ 中 略 ～～～

訂正 
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５－２０ 

５－３ 写真管理

～～～ 中 略 ～～～

～～～ 中 略 ～～～

⑦ 留意事項（土木工事写真管理基準2-７） 

    撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。 

   (1) 「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督

員の指示により追加、削除するものとする。 

   (2) 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。

   (3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が

確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。 

   (4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置

図、平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。 

   (5) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督員と写真管理項目

を協議のうえ取扱いを定めるものとする。 

５-２０ 

５－３ 写真管理

～～～ 中 略 ～～～

～～～ 中 略 ～～～

⑦ 留意事項（土木工事写真管理基準2-７） 

    撮影箇所一覧表の適用について、以下を留意するものとする。 

   (1) 「撮影項目」、「撮影頻度」等が工事内容に合致しない場合は、監督

員の指示により追加、削除するものとする。 

   (2) 施工状況等の写真については、ビデオ等の活用ができるものとする。

   (3) 不可視となる出来形部分については、出来形寸法（上墨寸法含む）が

確認できるよう、特に注意して撮影するものとする。 

   (4) 撮影箇所がわかりにくい場合には、写真と同時に見取り図（撮影位置

図、平面図、凡例図、構造図など）を参考図として作成する。 

   (5) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督員と写真管理項目

を協議のうえ取扱いを定めるものとする。 

５-２０ 

追加 

「デジタル工事写真

の小黒板情報電子化」

に関する運用指針

（H30.3.19）を定め

たため。 

【参考】 

現場撮影の省力化や写真整理の効率化を目的に、デジタル工事写真の小黒板情

報電子化（以下、「電子黒板」という。）による写真管理を可能としました。（平

成３０年４月１日以降の公告で特記仕様書が添付されている工事に適用） 

受注者が電子黒板の実施を選定する場合は、その旨を監督員に協議し、承諾を

得たうえで実施すること。 
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説明書 ・現場説明書（B10(1)）
・契約前に提出
・施工計画書に写しを添付

○

解体工事に要する費用等の書面 ・現場説明書（B10(2)） ・契約書に添付 ○

再資源化等報告書 ・現場説明書（B10(4)） ・再資源化完了後 提出 ○

産業廃棄物管理票(マニフェスト） ・共通仕様書（1-1-1-18） ・全ての工事 ・コピー提出不要 ○

再生資源利用促進（計画・実施）書
再生資源利用（計画・実施）書

・建設廃棄物の取扱い及び建設副
産物実態調査に係る特記仕様書
（Ⅱ1(2)、Ⅱ3(1)）

・請負金額100万円以上
の工事

・CD-R等の記録媒体も提出 ○

コンクリート塊等搬入(変更)証明書(8号)
コンクリート塊等搬入完了報告書(9号)

・建設廃棄物の取扱い及び建設副
産物実態調査に係る特記仕様書
（Ⅱ2(6)、Ⅱ3(3)）

・コンクリート塊等を指定
工場へ搬入する工事

－ ○

建設リサイクル資材利用(変更）計画書(10号)
材料試験成績書
建設リサイクル資材利用報告書(11号)

・建設廃棄物の取扱い及び建設副
産物実態調査に係る特記仕様書
（Ⅱ1(11)）

・再生骨材等を使用する工
事

－ ○

建設発生木材等搬入(変更)証明書(7号)
建設発生木材等搬入完了報告書(8号)

・建設廃棄物の取扱い及び建設副
産物実態調査に係る特記仕様書
（Ⅱ2(7)、Ⅱ3(4)）

・建設発生木材等を指定施
設へ搬入する工事

－ ○

確認届(処分地・仮置場) ・指定処分Ａ特記仕様書（3）
・仮置場を受注者が選定す
る場合

－ ○

建設発生土搬出のお知らせ ・指定処分Ａ特記仕様書（5）
・他の市町村へ土砂を
100m3以上搬出する場合

・市町村へ提出（写しを監督員に提出） ○

計量証明書
・六価クロム溶出試験に関する特
記仕様書

・特記仕様書添付工事 － ○

土砂搬入･搬出（変更）申込書（第1号様式）
・県土整備局公共建設発生土受入
地等取扱要領（3条）

・土砂を搬出する場合 ・土砂搬入券購入前提出 ○

処理計画書
・処理結果（廃止）報告書

・神奈川県土砂の適正処理に関す
る条例（4条)

・土砂を500m3以上搬出
する工事

・指定処分Ｂ又は確認処分の場合は許認可
指導課へ提出。指定処分Ａの場合は監督員
が除外届けを出すので受注者は特に手続き
無し。

○

建
設
副
産
物
関
係
書
類

建
設
副
産
物

・特定建設資材を使用した
以下の工事
　①80㎡以上の解体
　　工事
　②500㎡以上の新
　　築・増築工事
　③１億円以上のリ
　　フォーム等
　④500万円以上の
　　土木工事等

建
設
発
生
土

添１－１ 

添１－２ 

○ 土木工事書類一覧

～～～ 中 略 ～～～

～～～ 中 略 ～～～

○ 土木工事書類一覧

～～～ 中 略 ～～～

～～～ 中 略 ～～～

改訂 

国が提供する

CREDAS入力シス

テムの利用停止に伴

い、今後はCOBRIS

を利用するため。 

説明書 ・現場説明書（B10(1)）
・契約前に提出
・施工計画書に写しを添付

○

解体工事に要する費用等の書面 ・現場説明書（B10(2)） ・契約書に添付 ○

再資源化等報告書 ・現場説明書（B10(4)） ・再資源化完了後 提出 ○

産業廃棄物管理票(マニフェスト） ・共通仕様書（1-1-1-18） ・全ての工事 ・コピー提出不要 ○

再生資源利用促進（計画・実施）書
再生資源利用（計画・実施）書

・建設廃棄物の取扱い及び建設副
産物実態調査に係る特記仕様書
（Ⅱ1(2)、Ⅱ3(1)）

・請負金額100万円以上
の工事

・工事完成時に建設副産物情報交換システ
ム工事登録証明書を提出

○

コンクリート塊等搬入(変更)証明書(8号)
コンクリート塊等搬入完了報告書(9号)

・建設廃棄物の取扱い及び建設副
産物実態調査に係る特記仕様書
（Ⅱ2(6)、Ⅱ3(3)）

・コンクリート塊等を指定
工場へ搬入する工事

－ ○

建設リサイクル資材利用(変更）計画書(10号)
材料試験成績書
建設リサイクル資材利用報告書(11号)

・建設廃棄物の取扱い及び建設副
産物実態調査に係る特記仕様書
（Ⅱ1(11)）

・再生骨材等を使用する工
事

－ ○

建設発生木材等搬入(変更)証明書(7号)
建設発生木材等搬入完了報告書(8号)

・建設廃棄物の取扱い及び建設副
産物実態調査に係る特記仕様書
（Ⅱ2(7)、Ⅱ3(4)）

・建設発生木材等を指定施
設へ搬入する工事

－ ○

確認届(処分地・仮置場) ・指定処分Ａ特記仕様書（3）
・仮置場を受注者が選定す
る場合

－ ○

建設発生土搬出のお知らせ ・指定処分Ａ特記仕様書（5）
・他の市町村へ土砂を
100m3以上搬出する場合

・市町村へ提出（写しを監督員に提出） ○

計量証明書
・六価クロム溶出試験に関する特
記仕様書

・特記仕様書添付工事 － ○

土砂搬入･搬出（変更）申込書（第1号様式）
・県土整備局公共建設発生土受入
地等取扱要領（3条）

・土砂を搬出する場合 ・土砂搬入券購入前提出 ○

処理計画書
・処理結果（廃止）報告書

・神奈川県土砂の適正処理に関す
る条例（4条)

・土砂を500m3以上搬出
する工事

・指定処分Ｂ又は確認処分の場合は許認可
指導課へ提出。指定処分Ａの場合は監督員
が除外届けを出すので受注者は特に手続き
無し。

○

・特定建設資材を使用した
以下の工事
　①80㎡以上の解体
　　工事
　②500㎡以上の新
　　築・増築工事
　③１億円以上のリ
　　フォーム等
　④500万円以上の
　　土木工事等

建
設
発
生
土

建
設
副
産
物
関
係
書
類

建
設
副
産
物
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添２－４ 

～～～ 中 略 ～～～

添２-４ 

～～～ 中 略 ～～～

～～～ 中 略 ～～～

添２-４ 

～～～ 中 略 ～～～

訂正 

    500万円未満（建築一式工事の場合は１５００万未満、又は延べ床面積が１５０ｍ
２
未満の

木造住宅）の工事は、「軽微な建設工事」として建設業の許可を受けなくても施工することがで

きる。

ただし、「軽微な建設工事」に該当するか否かの判断をする際には、注文者が材料を提供

する場合に、その市場価格及び運送費を請負代金に加えた額で判断するとされているため注

意が必要。

 〔建設業法施行令第１条の２第３項より〕

    500万円未満（建築一式工事の場合は１５００万未満、又は延べ床面積が１５０ｍ
２
未満の

木造住宅）の工事は、「軽微な建設工事」として建設業の許可を受けなくても施工することがで

きる。

ただし、「軽微な建設工事」に該当するか否かの判断をする際には、注文者が材料を提供

する場合に、その市場価格及び運送費を請負代金に加えた額で判断するとされているため注

意が必要。

 〔建設業法第１条の２第３項より〕
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1-8

添４－１７ 

添４－１８ 

６ 建設副産物実態調査（センサス） 

○調査目的 建設副産物の処理実態を把握するために実施する統計調査

○調査票の種類

１ 再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－

搬入する建設資材 9品目 

※該当品目がない場合には、「その他の建設資材」のタブに入力する。 

２ 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－

搬出する建設副産物 15品目 

  ○調査対象工事 資材の使用、建設副産物の発生の有無にかかわらず 100 万円以上の

全工事が対象

○調査方法 「建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に記載

された方法に従って、『建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）』に

よりデータを作成する。

ＣＯＢＲＩＳのホームページ：http://www.recycle.jacic.or.jp/ 

①契約時点でのデータを入力後「再生資源利用｛促進｝計画書」を印刷し

施工計画書に添付

②工事完成時に最終データを入力し「再生資源利用｛促進｝実施書」に書

き換え

③「実施書」に基づき提出用電子データを作成

④「実施書」を印刷し監督員の確認を受ける

⑤工事完成時に建設副産物情報交換システム工事登録証明書を監督員に

提出

⑥完成図書に「実施書」を添付

【建設副産物実態調査入力例】 

６ 建設副産物実態調査（センサス） 

○調査目的 建設副産物の処理実態を把握するために実施する統計調査

○調査票の種類

１ 再生資源利用実施書 －建設資材搬入工事用－

搬入する建設資材 9品目 

※該当品目がない場合には、「その他の建設資材」のタブに入力する。 

２ 再生資源利用促進実施書 －建設副産物搬出工事用－

搬出する建設副産物 15品目 

  ○調査対象工事 資材の使用、建設副産物の発生の有無にかかわらず 100 万円以上の

全工事が対象

○調査方法 「建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書」に記載

された方法に従って、『CREDAS入力システム（Ver.2015.11.04）』によりデ

ータを作成する。

※CREDAS入力システムは国土交通省のホームページからダウンロード

可能です。

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/fukusanbutsu/credas/index.htm

①契約時点でのデータを入力後「再生資源利用｛促進｝計画書」を印刷し施

工計画書に添付

②工事完成時に最終データを入力し「再生資源利用｛促進｝実施書」に書き

換え

③「実施書」に基づき提出用電子データを作成

④「実施書」を印刷し監督員の確認を受ける

⑤工事完成時に提出用電子データを監督員に提出

⑥完成図書に「実施書」を添付

【建設副産物実態調査入力例】 

改訂 

国が提供する

CREDAS入力シス

テムの利用停止に伴

い、今後はCOBRIS

を利用するため。 

別紙により改訂 

国が提供する

CREDAS入力シス

テムの利用停止に伴

い、今後はCOBRIS

を利用するため。 



建設リサイクル資材(再生資源等)の利用状況を入力する。 

新材を含む、全体の利用状況を入力する。 

搬出先の情報を入力。 

コンクリート塊 

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

建設木材Ａ・Ｂ 

については、指定工場・指定事業者に

搬出し、コードは５を入力する。 

【建設副産物実態調査入力例】 

エラー項目、警告項目は別画面で

表示 

添４－１８

新 
【別紙】 



建設リサイクル資材(再生資源等)の利用状況を入力する。 

新材を含む、全体の利用状況を入力する。 

搬出先の情報を入力。 
コンクリート塊 

ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

建設木材Ａ・Ｂ 

については、指定工場・指定事業者に

搬出し、コードは５を入力する。 

【建設副産物実態調査入力例】 

エラー項目：赤で表示 

警告項目 ：黄色で表示 

表示されている場合は、入力間違いがないかどうか確認する。 

旧 

添４－１８
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